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（午前９時５８分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 何かとお忙しいところ総務常任委員会

をお持ちいただきまして、大変ありがとう

ございます。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

きますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

 一旦退席させていただきます。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、福住委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに、異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第５９号所管分の審査を行います。 

本件については補足説明を省略し、質疑に

入ります。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 おはようございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、補正予算書の中の３ページに

ございます債務負担行為の補正というと

ころで、公共施設等各種機械警備委託事業

がございますが、これについて、対象とな

る施設の数、それから、期間を５年間とさ

れている理由、また委託事業者の決定をど

のようにされるのかということをお聞き

したいと思います。 

 それから市庁舎ＥＳＣＯ事業のところ

でございますけれども、これにつきまして

は、会派としても１０年ほど前に地球温暖

化対策と省エネサービスに有効なＥＳＣ

Ｏ事業の導入について質問させていただ

いたという経緯がありました。その時は余

り効果が期待できないという答弁だった

ようですけれども、庁舎の空調設備の更新

時期にきているということで、平成２６年

度の決算審査委員会の際に答弁をいただ

いたこともございます。ＥＳＣＯ事業によ

る効果の見込みというのはどのぐらいあ

るのかということと、それから維持管理を

長期間契約することで経費削減が図れる

といったことも、平成２６年度の決算審査

委員会の際に答弁をいただいたこともご

ざいます。そんな中で、１５年間の期間と

いうのが、一般的な年数なのかどうかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

 それから、１６ページの歳出のところに

あります総務管理費の中にＥＳＣＯ提案

審査会委員報酬がございます。これについ

ては何名ぐらいを予定されているのか。ま

た、どういった方が選ばれていくのかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

 ２０ページの消防費についてでござい

ますが、旧味舌スポーツセンターの耐震補

強等が見直しになって、屯所の建て替え工

事が先送りになったということです。今後

の見通しについてお聞きしたいと思いま

す。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 私のほうから財政課に

係りますご質問に答弁申し上げます。 
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 ３ページの公共施設等各種機械警備委

託事業の債務負担行為でございます。こち

らに関しましては、今回、小中学校と市内

の公共施設の中で４６施設を対象に債務

負担を組んでおります。 

 今回の５年の理由でございますけども、

債務負担行為の年数については、いろいろ

とその性質でありますとか事業目的で長

さが変わってくるかと思うんですけども、

今回機械警備ということで、一定初期投資

で警報装置等を設置しますので、その償却

の関係から５年という年数を設けさせて

いただいているところでございます。 

 それと、今回の事業者の決定につきまし

て、今後のスケジュールというところで話

をさせていただきますと、今回これで議決

を得ましたら、各原課のほうからそれぞれ

仕様書等、入札事務の執行依頼をいただき

まして、財政課のほうで業者選定、現場説

明のほうを行っていきます。現場説明のほ

うでいろいろと見ていただきますので、通

常よりも、業者の見積もりの積算の時間が

かかるということで、今回この時期に債務

負担行為としてあげさせていただいてい

るところでございます。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 それでは、福住委員

の質問に対して答弁申し上げます。 

 このＥＳＣＯ事業の効果の見込みはど

れぐらいあるのかということについて、ま

ず、今回ＥＳＣＯ事業につきまして対象と

している設備、これについては、空調設備、

照明設備、あと熱源設備、中央監視装置を

想定しております。これらにつきまして、

ＥＳＣＯ事業を導入する狙いといたしま

して、二酸化炭素排出量の削減ですとか、

エネルギー消費の削減、こういった狙いが

ございます。そして、本市が目指しており

ますのは、二酸化炭素排出量の削減で２

５％以上が見込めるということで検証い

たしております。さらには、光熱水費削減

効果として、直近の光熱水費が４，５５０

万円ほどありまして、これらがＥＳＣＯ事

業を導入することで１割から２割削減を

見込めるということで考えております。 

 ２点目の長期間、１５年間契約すること

は一般的な契約期間なのかどうかという

ところでありますけれども、今回その空調

設備、また照明器具導入に当たりまして、

まずは民間の資金を活用するということ

で、市の支出につきましては、この１５年

間をもって平準化を図った中で、ＥＳＣＯ

サービス料としてＥＳＣＯ事業者に支払

っていくということが大きな特徴でござ

います。 

 あともう１点、この１５年間、ＥＳＣＯ

事業で導入した設備につきましては、ＥＳ

ＣＯ事業者の持ち物ということになりま

すので、ＥＳＣＯ事業者が１５年間責任を

持って所有をしていかなければならない。

また維持管理をしていかなければならな

いということで、例えば修繕が発生した場

合も、ＥＳＣＯ事業者が担っていくという

ことで、１５年間のリスクの回避が図れる

といったこともございます。 

 ３点目のＥＳＣＯ提案審査会のメンバ

ーですけれども、今想定しておりますのは、

外部委員といたしまして、大阪府から紹介

されます外部有識者、この方は環境、建築

等に熟知されている特に設備関係を専門

とされている大学教授、それと大阪府の公

共建築を担当している省エネルギー担当

者、それと会社の経営状況ですとか、ファ

イナンスとして特にＥＳＣＯ事業の経営

状況診断の実績のある公認会計士、という

外部の３名です。あとは庁内の関係課長で
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構成していきたいと考えております。 

○三好義治委員長 橋本参事。 

○橋本消防本部参事 福住委員のご質問

にお答えいたします。 

 今回の減額補正ですが、旧味舌小学校跡

地利用の見直しによりまして、屯所の建て

替え工事の実施設計、それと新築の実施設

計、それと屯所の仮設工事の請負、これを

減額補正したものでございます。 

 今後の見通しでございますが、平成３０

年度に現屯所の解体の設計、それと解体工

事、仮設屯所の建設の設計委託、それと建

設工事、新屯所の建設工事の委託を予定し

ております。 

 平成３１年度には、新屯所の建設工事、

それに伴いまして、仮設屯所の解体工事を

予定しております。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 公共施設等各種機械警

備委託事業につきましてはわかりました。

４６の施設、現場を全部見て見積もりを出

してもらうということですので、大変労力

のいることだと思いますけれども、いずれ

にしても、５年間しっかりと任せられ、経

費の面でもいい提案をできる事業者を選

んでいただきたいと思います。 

 次に、ＥＳＣＯ事業につきましては、二

酸化炭素排出量削減、エネルギーの削減と

いうことで、４，５００万円ぐらいの光熱

水費が１割から２割ぐらい削減できると

いうことで、大きく期待できるところだと

思いますけれども、１５年間という大変長

い期間になります。経済の変動によっても

いろいろあると思うんですけれども、その

辺のリスクも考えておかなければいけな

いということもありますので、しっかりと

安心できる事業者の選択をしていただき

たいと思いますが、民間の活用という点か

らですけれども、せっかくですので、市内

事業者の育成につなげられたら一番いい

んですけども、そういうＥＳＣＯ事業を提

案できる事業者が市内にあるのかどうか

調査されているのであれば、お聞きしたい

と思います。 

 それから、ＥＳＣＯ提案審査会委員につ

きましてはわかりました。人数が何人にな

るのかだけ、もう一度お願いしたいと思い

ます。 

 それから、旧味舌小学校跡地利用の見直

しによる屯所の建て替え等についてはわ

かりました。平成３１年度には新屯所の建

設工事ということです。第４次総合計画の

目標の中に、消防団の機能が強化され、地

域消防力の向上ということを目標にされ

ていたと思います。屯所が新しくなるとい

うことで、団員についてもさらに頑張って

いただきたいところなんですけれども、団

員数についても、４１０名ぐらいの目標と

いうような設定をされておりましたが、こ

れから高齢者がふえていく中で、団員数の

確保の継続というのはどのぐらいできる

ものなのでしょうか。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、２

回目の質問にお答えします。 

 ＥＳＣＯ事業者で市内の事業者がある

のかどうかというお問いですけれども、Ｅ

ＳＣＯ事業者そのものにつきましてはご

ざいません。ただ、大阪府内で、関西ＥＳ

ＣＯ協会に加入している事業者について

は２２者ございます。 

 それと、市内企業の育成の観点という部

分で、他市の事例におきましては、審査基

準の中で例えば市内メーカーを使用する

とか、協力業者として市内事業者と連携す

るといった場合について、審査の中で加点
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していくというような事例がございます

ので、本市におきましても、その視点につ

いては審査会の中でしっかり議論して検

討していきたいと考えております。 

 ２点目のご質問ですけれども、審査のメ

ンバー数ですけれども、外部委員３名、内

部委員３名の計６名で今のところ考えて

おります。 

○三好義治委員長 橋本参事。 

○橋本消防本部参事 今後の消防団員の

確保というお問いにお答えさせていただ

きます。 

 消防団員は１０月１日現在、４０３名で

ございます。条例定数といたしましては、

機能別消防団も合わせまして４４０名と

なっております。平成３２年度までに４１

０名まで持っていきまして、条例定数いっ

ぱいぐらいまでいけたらという見通しで

ございます。 

 消防団員の確保の点ということで、現在、

市内の消防団員の方の家族であったりと

か、お知り合いであったりとか、その辺の

方のご紹介、またはご推薦、その辺で消防

団員を確保しているような状態でござい

ます。年々少しずつではございますが、消

防団員が減ることはなく、少しずつではご

ざいますが、増えていっているという現状

でございます。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ＥＳＣＯ事業について

わかりました。いずれにしましても、大阪

府も推奨している事業でございますし、し

っかりと連携をとりながら、取り組んでい

ただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それと、消防団員の数は着実にふえてい

るということでありがたいことだと思い

ます。今後地域の防災リーダーとなってい

ただくようなそういった訓練や教育にし

っかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 それでは、数点についてお

尋ねしたいと思います。 

 今回、昨年度の決算を受けての補正予算

計上だとか、市長選挙でも大きな争点にな

った旧味舌小学校跡地に関係する問題、庁

内の設備関係にかかわるＥＳＣＯ事業な

どが補正予算の中身でありますけども、最

初に財政的な問題で少しだけ確認の意味

でお尋ねします。 

 平成２７年度決算を受けて、繰越金、い

わゆる黒字分を、約３億３，８００万円全

額を財政調整基金に積み立てしています

けれども、全額積み立てするということの

考え方についてお尋ねしておきます。 

 もう一つは、今回交付団体になりました

ので、普通交付税が２億５，９１３万７，

０００円、臨時財政対策債が５億４，３６

８万７，０００円計上されました。その分、

市債も減らすという、そういう予算組みを

行っておりますけども、この臨時財政対策

債も含めて、数字的な根拠についてこの際

お尋ねしておきます。財政面は以上です。 

 二つ目は、旧味舌小学校跡地に絡む話で

あります。総務部としては、防災管財課が

担当でありますので、この間の経過を踏ま

えて、解体するための予算が組まれました。

当初予算で組まれた関係予算を減額する

ということでありますけれども、ここに至

った経過について、きちっとお互い認識を

一つにすることが大事ですので、まずこの

間の経過についてから、どういうふうに見

ているのかということと、その経過につい

て、今後の進め方についてどういう教訓と

して受けとめるかという問題について、最
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初にお尋ねしたいと思います。 

 ご承知のとおり、平成２６年度に７００

万円の予算が組まれて、二つの小学校跡地

について、株式会社ジャスに委託をし、報

告書をまとめられました。結論は二つとも

売却を基本にするんだということで説明

をされて始まりました。昨年の３月議会で

も、６月議会でも、ことしの３月議会でも、

その方針で一応議論をしておったわけで

ありますけども、経過を経て今日の形にな

ってきたということであります。そうした

経過について、行政側として、そこに多く

の税金が投入されようとするわけであり

ますから、関係者も含めて市民の方々にど

ういう説明をされてきたのかという、この

進め方に大きな問題があると思います。こ

の間の結果を見た場合に、何事も行政のフ

リーハンドで進めてきたという点が大き

な問題だと思っております。 

 けしからんのは、関係者への説明の場で

売却は今が旬だとか、売りどきだとおっし

ゃって、売却していくという方針で進めて

きたのに、市長選挙の直前に市長が凍結を

表明するという、政治的な判断でそういう

方針に転換をしたと私は思っております

けども、そういうことに変わりました。そ

の中で、６月に説明をされてから、この１

０月まで、方向転換も含めて関係者にどう

いう説明をされてきたのかということを、

まずお尋ねしておきたいと思います。 

 それから、今後の進め方であります。今

回、解体実施設計予算が約２，０００万円

で計上されました。この間の経過について

は承知しておりますけども、これまでの経

過の教訓の一つとして、関係法律をきちっ

と守って対応していくと。そういう中で、

市民にもちゃんと理解をいただいて進め

ていくという行政の姿勢の問題がありま

すので、建築基準法で用途地域の中では、

第二種住居地域であります。ここには体育

館などは建設できないとしているわけで

あります。今後、体育館も含めて、そうい

う用途で進めようとしておりますけども、

そういう建築基準法の関係で進めていく

場合は、いわゆる建築基準法第４８条の但

し書きの関係をきちっとおさえて進めて

いくのか、用途地域を変更するという流れ

でいくのか、また、いろんな形で地区計画

をしておりますけども、そういう形でいく

のかという、３通りがあると思いますけど

も、その点の今後の進め方について、どう

いう議論をされているのかという点を教

えていただきたいと思います。 

 それから、この問題にかかわっていろん

な角度から議論されてきましたけども、防

災管財課でありますから、今日のいろんな

災害発生状況を見たときに、避難地として

の問題をどう解消しようとしているのか。

地域防災計画では、旧三宅小学校跡地もそ

うでありますけど、旧味舌小学校跡地も４，

０００名を超える方々の避難場所と指定

してます。数字を言いますと、４，６８６

名の方がここに避難して行くんだという、

そういう計算をされていますけども、いわ

ゆる防災空地として残すことについて、ど

ういう取り組みをなされているのかお尋

ねしておきたいと思います。 

 それと、解体そのものの問題であります。 

全て解体していくということであります

けども、報告書の中では校舎で見ますと、

北側校舎については３階建てであります

けども、道路斜線制限が一部かかるという

ことで無理だとおっしゃって、当然、廃校

になって８年経ちますので、使うとした場

合にそういう道路斜線の問題をクリアし

なければなりませんし、クリアしたとして
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も、建物そのものを使えるようにしなきゃ

ならないという問題はありますけども、使

うという仮定で物事を進めれば、いろんな

知恵も出てくるんだと思いますけども、解

体するという決断に至った現状の校舎の

活用との絡みの話で、どういう問題整理を

されたのかということを聞いておきたい

と思いますし、この解体の中身についても、

あわせてお答えいただきたいと思います。 

 ３点目の問題は、ＥＳＣＯ事業の問題で

あります。いろいろ説明もいただきながら、

自分なりにも頭の整理をしながらきたわ

けでありますけども、私のフェイスブック

仲間の議員がフェイスブックに掲載して

いるんですけども、このＥＳＣＯ事業その

ものは、わかりやすく言えば、建物施設管

理、施設設備に関するＰＦＩというふうに

思いますけども、その議員の自治体では毎

回議案としてＰＦＩ事業が議案として提

案されると。契約はブラックボックスに近

いと。地元業者もなかなか入れないと。一

体メリットは何なのかという、こういう文

書を議員が書いているわけでありますけ

ども、そういう問題を性格として持ってい

る事業を今から進めようとしているわけ

でありますので、質疑をさせていただきた

いと思います。 

 先ほど地元業者の育成問題を言われま

した。そのとおりの話でありますが、約８

億円のお金が１５年間税金で投入されよ

うとしています。これに当然光熱水費はプ

ラス分としてかかるわけでありますけど

も、多くの税金が投入されますので、やっ

ぱり地元業者をいかにそこに絡めていく

のかということをきちっとしていただき

たいという点で、そういう問題について業

者から説明いただいて、加点をしながら決

定していくということがありますけども、

そういうやり方はこれまでもいろんな公

共事業で行ってきたわけであります。過去

の公共事業でそういう地元業者をいろん

な形で入れていただいて、仕事を発注しな

さいという動きをした結果、何かそういう

大きな特徴はありましたか。地元業者を実

際に入れて頑張っていただいたというこ

とがあれば、そういうことも含めてお示し

いただきたいと思います。 

 それと、ＥＳＣＯ事業そのものについて

私の理解も薄いわけでありますけども、わ

かりやすく説明をしていただきたい。先ほ

ど私はＰＦＩの話をしましたけども、４つ

の点、照明、空調、熱源、中央監視システ

ム、当然これに合わせてトイレとかいろん

な設備もその他ありますので、これは提案

の中で議論をされて、結論を出していくだ

ろうと思いますけども、今回債務負担行為

で約７億９，０００万円を計上されました。

税金の投入としては、これと１５年間毎年

の光熱水費がかかっていくだろうと思い

ます。そして、おっしゃったように、１割

から２割の光熱水費の削減を考えている

と。その分が市に返ってくるという関係に

なるのだろうと思いますけども、その辺を

もう少しわかりやすく説明いただきたい

と思います。 

 それと、ＰＦＩのときにもいろいろ議論

になりましたけども、建設から管理までお

願いすると、途中で委託業者が倒産した場

合はどうするのかという話がありました。

幾つかそういうＰＦＩ事業を活用したと

ころで業者が倒産されて、大変苦労した自

治体もありましたけども、今回、設備関係

でそれをするわけで、そういう倒産だとか、

そういう瑕疵状態になった場合に、契約上

どういうことになるのかを教えていただ

きたいと思います。 
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 それと、業者の決定の仕方であります。

一般的にいろんな入札制度があります。一

般競争入札だとか、提案方式で業者にきて

いただいて、それで決定するとかもありま

すけども、公明正大に業者を選定するとい

うことではありますけども、業者選定をど

ういう流れで進めていくのかということ

もお尋ねしておきたいと思います。 

 それと、大分前にこの制度が提唱され、

豊中市などでは１５年前からやっている

と。当然設備ですから、耐用年数の関係で

やりたくてもできないということが自治

体の実態に応じて出てくるだろうと思い

ますけども、大阪府下の状況で、ＥＳＣＯ

事業を導入している自治体がどのぐらい

あるのかというところを教えていただき

たいと思います。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 それでは、財政課に係り

ますご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、繰越金でございます。こちらのほ

うにつきましては、平成２７年度の決算が

確定しまして、実質収支を繰り越しており

ます。今回、その繰越金を全額財政調整基

金に積み立てているということなんです

けれども、地方財政法のほうに実質収支に

ついては、２分の１をくだらない額を積み

立てることができるということで、これま

で２分の１程度を積んで、残りは補正財源

に使ったり、いろいろな手法をとってきて

おりまして、ここ最近ではほぼ全額に近い

額を財政調整基金に積んでいる状況であ

ります。こちらのほうは最終、これからど

ういう経済状況があって、歳入についても、

歳出についてもいろんなものが出てくる

可能性がありますけども、最終、決算収支

を見据えた中で、今回全額計上させていた

だいています。 

 あと、財政運営上でよく話をさせていた

だくんですけども、やはり基金と市債のバ

ランスというところで、できるだけ財政と

しては今後何かあるかもしれないために、

しっかりと備えていくということで、基金

をできるだけ増やしていきたい、温存して

いきたいということがありますので、もち

ろん、基金だけふやして、市債との関係と

いうのも、きっちりとその辺はチェックし

ながらですけれども、そういう考えに基づ

いて、財政調整基金のほうに全額を計上さ

せていただいているところでございます。 

 次に、平成２８年度の普通交付税につい

てでございます。こちらのほうは、今回普

通交付税と臨時財政対策債、この補正のほ

うに計上させていただいている額につき

ましては、基準財政収入額のほうで、まず

法人税割のほうが対前年度比で約１億４，

０００万円ほど伸びております。それと、

地方消費税交付金のほうも対前年度比で

約１億６，０００万円程度ふえていると。 

 歳入につきましては、税収と地方消費税

交付金ですね。そちらのほうの増がありま

して、これはマイナス要因となるんですけ

れども、そういうものが大きくありました。 

 歳出につきましては、今回から平成２７

年国調人口を新たに算定の数値として用

いておりますので、人口がふえているとい

うことで、基準財政需要額につきましては、

増、プラスの要因となっているんですけど

も、それ以上に歳入の増になった要因が大

きかったということで、今回の交付税と臨

時財政対策債の計上の額になっていると

いうところでございます。 

 あと、国のほうも平成２７年度の地方一

般財源、そちらのほうを平成２８年度から

平成３０年度までは、平成２７年度のその

数値をくだらないというふうにしっかり
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と確保するということを言っていただい

ているんですけども、ただ地方交付税につ

きましては、毎年数パーセントですけども、

平成２９年度に向けても、約５％をまた減

らされるというふうな動きもありまして、

国全体でのもともとの交付税のパイが減

らされてきているということから、今回、

前年度に比べて減の数字になっていると

いうところでございます。 

 あともう１点、ＥＳＣＯ事業で地元業者

を活用することといった内容で、これまで

に仕様書等でそういうことをうたったこ

とがあるかということだったと思うんで

すけども、過去の状況におきまして、具体

的にどういうふうな事業であったかとい

うのは記憶しておらないんですけども、仕

様書のほうでできるだけ市内業者を活用

することと、そういう一文を入れた仕様書

があったことは記憶しているところでご

ざいます。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、野

口委員の旧味舌小学校の解体に係る質問

について、ご答弁申し上げます。 

 まず、避難所の件ですけれども、避難所

につきましては、確かに体育館が避難所と

して指定されておりますので、現在、近隣

の民間施設を中心に代替施設となる避難

所を協議しているところでありまして、現

時点では前向きな回答もいいただいてい

るところでございます。 

 解体について、全て解体しなければなら

ないかというようなお問いであったと思

いますけれども、平成２７年度に政策推進

課が跡地利用計画の調査結果につきまし

て、北側校舎については建築基準法の道路

斜線制限に適合せず、また天空率も検証し

た結果、違法状態であるというふうに確認

されていることは認識いたしております。

その違法状態を解消するには、道路斜線に

係る校舎３階部分の除去、または制限に適

合した屋根の新設が必要となってきます。 

 また、使用するとなれば、バリアフリー

対策工事ですとか、エレベーターの新設工

事、また既存不適格箇所の是正工事、コン

クリートが築５０年を超えてきますので、

それに対する強度補強ですとか、中性化対

策、使用できていない給排水設備、これら、

かなり大規模な改修工事が必要となると

いうことで、費用対効果からも使用してい

くことは困難であるという結論は、平成２

７年に総務常任委員協議会において説明

しているということを認識しております。 

 また今回解体工事及び大規模改修して

いくということになりますと、財源の問題

だけでなくて、今回整備の目標であります

新しく保育所を整備していくという部分

に影響してくるということで、場合により

ましては、期限内に建てられなくなるとい

った問題も生じるかと思いますので、校舎

の一部を残すということにつきましては、

現時点では考えておりません。 

○三好義治委員長 杉本部長。 

○杉本総務部長 政策推進課の所管の部

分もございますので、概略的にだけ答弁さ

せていただくことになると思いますが、ご

了承いただきたいと思います。 

 調査報告書をつくって、売却の方針でと

いうことがあったということで、それがよ

かったのかどうかということもご指摘の

中身かなとは思うんですが、もちろん、本

年の第１回定例会においても、この売却の

形で体育館等も残す形での予算組みをし

てきたということは事実でございます。そ

れを大きく方針転換したということでご

ざいますし、これは６月の第２回定例会の
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前に各協議会等でご説明をさせていただ

きましたとおりでございますけども、いま

一度振り返って考えてまいりますと、まず、

我々が検討したのは昨年の６月、７月ぐら

いです。この時点の状況と大きく市を取り

巻く状況が変わったということが一つあ

るかと思います。これは、やはり千里丘新

町の土地があれほどの金額で売れるとい

うことは我々も考えていませんでしたし、

なぜかと申しますと、地元自治会の会長の

方たちとお話をしたときに、摂津市の財政

状況はそれだけ悪いんやったら、これは売

ってほしくないけども、致し方ないという

ようなご意見で、市の意見に対してある程

度のご理解を示していただいたというこ

ともございました。そんなことを考えます

と、まず財政的な問題が一つあります。し

かしながら、そういいながらも、全体とし

ては売却の方向でというのは、なかなか行

政として旗を降ろさずにきたということ

も事実でございます。若干、方向転換が遅

くなったということは反省点かと思いま

すけれども、しかしながら、この後、年末

年始にかけて桃林会問題、保育所の民営化

の問題が出てきました。その次に、２月ご

ろには待機児童の問題が出てきた。大分声

が薄れましたけど、やはりいまだに待機児

童はたくさんおられますし、これを早急に

解決しなくてはいけないというようなこ

とがバックボーンにありまして、次に用途

地域の問題、体育館として使えるという前

提で、耐震補強をするという前提でやって

まいりましたけども、大阪府との協議を重

ねる中では、体育施設としては使うことは

まかりならんといったことで、耐震補強し

ても何ら使えない施設になってしまうの

ではないかという危惧がありました。そう

いったいろんなことを考えたときに、これ

はやはりどこかでもう一度十分考えてい

かなくてはいけないのではないかなとい

う思いが我々の中にありました。３月定例

会が終わってからでしたけども、そういっ

たことを内部で協議いたしました。本当に

このままのお金の使い方で我々が市民に

対して十分信託にこたえる跡地利用にな

るのかどうかということを考えたときに、

今回の案の原案的なものを職員の協議の

中で決めたということでございまして、も

ちろん最終的には市長の決断ではござい

ますけども、内部として、我々として、今

やるべきことをしっかりやったという結

果で、ただ野口委員がおっしゃるように、

方向が大きく変わったのではないかとい

うことに見えるかもしれませんけど、我々

は真摯に常に考えたというふうにご理解

をいただけたらと思います。 

 また、その後で熊本の地震が起こりまし

た。防災空地が大きくクローズアップされ

ました。益城町の車の避難の状況等を見た

ときに、やはりこれは防災空地として、あ

れだけの市街化された中でああいう空き

地がいるのではないかというようなこと

も、我々の計画をより強くする状況になっ

たというふうに考えております。 

 そんなことをいろいろ今振り返ってお

りますけども、そういったことをもって、

我々としては今ご提案している解体、それ

から新しい施設、保育所の仮園舎なしでの

直での移設、防災空地、これが今我々の考

える中でベストで、市民に対しての信託に

こたえられる判断ではないのかなという

ふうに考えてご提案をしてきているとい

うことでご理解いただけたらと思います。 

○三好義治委員長 ＥＳＣＯ事業につい

て、古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、Ｅ
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ＳＣＯ事業について、ご説明いたします。 

 ＥＳＣＯ事業ですけれども、通常の設備

更新の場合は、設計を現年度で行いまして、

次年度に工事、それから供用開始というよ

うな形なんですけれども、今回省エネルギ

ー改修にすぐれたノウハウを有する民間

事業者が事業資金計画から設計、施工、維

持管理、効果検証まで一括請負することで、

契約満了時まで提案時に示した光熱水費

削減も保障する事業というものでありま

す。そのため、あらかじめ契約において光

熱水費削減額を保障し、民間事業者が予定

削減額を達成できなかった場合について

は、ペナルティーが課せられるというのも、

このＥＳＣＯ事業の特徴であります。 

 それと、先ほども申し上げましたように、

契約期間中の設備につきましては、民間事

業者の所有ということになりますので、省

エネ効果の実現を図りながら、検証、分析

を行って、一定の光熱水費の水準を保って

いくということになります。 

 それと、当初の設備の資金調達、これは

民間事業者が行うことになりますので、市

の支出は１５年間で事業期間中に平準化

して支払うということであります。ただ、

今回の債務負担行為につきましては、ＥＳ

ＣＯ事業者を公募するに当たりまして、長

期間継続して契約していくという保障を

する必要がありますので、行っていくもの

であります。 

 次に、倒産した場合どうなっていくのか

ということでありますけれども、まず、事

業者が決定した後に、契約書を結ぶに当た

りまして、破綻した時点でどういった取り

扱いをしていくのか、それは契約内容に明

記していく必要がございます。明記する内

容といたしましては、設備等の所有権を無

償で譲渡し、倒産以降の設備の運営管理を

市へ付託する。または、市の承諾を得た上

で、省エネルギーサービスの履行が引き続

き図れるように、新事業者に業務を引き継

ぐ。三つ目といたしましては、自己の負担

により設備等を撤去し、履行場所を改修前

の現状に回復するといったような内容が

挙げられますけども、実際のところ、もし

事業者が倒産した場合については、新事業

者に業務を引き継ぐような内容で契約内

容に盛り込んでおられる事例というのが

多々あります。ちなみに、大阪府内の今進

めておられますＥＳＣＯ事業については、

倒産した事例というのはありません。 

 それと、最後に業者の選定委員会の今後

の進め方でございますけれども、ＥＳＣＯ

提案審査会を設置いたしまして、第１回目

の審査会でプロポーザルの実施内容です

とか、あと募集要項の内容を検討いたしま

して、その後、公募をしていくということ

になります。 

 それから、参加していただく事業者につ

きましては、庁舎の現場、ウォークスルー

調査ですとか、また質疑応答に市のほうが

答えてくということで、２回目の審査会で

事業者のほうを決定していきたいという

ふうに考えております。 

 それで、年度内には最優秀事業者を決定

した後に、契約については次年度以降に契

約というような流れで考えております。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 財政問題はそれで結構で

す。 

 旧味舌小学校の問題です。総務部長に経

過についてご答弁いただきましたので、と

りあえず議論の場としては、良としますけ

ども、市民は怒っているということは申し

上げておきたいと思います。 

 いろんな状況変化に基づいて方針転換
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に至ったという話がありましたけども、こ

れはあんまり言いたくないんだけども、６

月の本会議で山崎議員が一般質問をして

いるんですよ。そのときに売却方針は凍結

しますというご答弁をされないで、出馬表

明の中でおっしゃった。本来なら、それも

匂わせたご答弁をされてから表明すると

いうのが真摯な対応だと思いますけども、

この点は強調して申し上げておきます。 

 それで、ご答弁がなかった今後の進め方

であります。きちっと周辺の住民の方々も

そうでありますけども、職員全体の知恵を

絞って、法律を守って事を進めていくと。

守る上ではいろんな制限もありますので、

市民の要求に応えられないこともあるか

もわかりませんけど、ちゃんと進めていく

のが大きな教訓でありますので、地区計画、

用途地域変更、そして建築基準法第４８条

但し書きに基づくやり方の３通りを申し

上げましたけれども、それでどれを選択し

ようとしているのかを明らかにしてくだ

さい。 

 全体として、行政側として情勢の変化に

ついていろいろ理由つけて、そういうこと

で今日に至ってますけども、それは行政の

判断なんですよ。その判断をちゃんと関係

者、自治会も含めてお伝えして、そして、

市民の財産である学校跡地をどう使いま

しょうかと。行政が考えているいろんなノ

ウハウがありますから、それも披瀝してい

ただいて、一緒にまちづくりをどうするの

かと。その上で、この跡地をどう活用しま

しょうかと。要求はいっぱいあります。そ

ういうかかわり方を経て物事を進めてい

くということをぜひお願いしたいと思い

ます。そこで、行政の判断が継承されてい

くわけで、行政に対する信頼もそこで得ら

れるわけで、ぜひそういうことは今後に生

かしていただきたいということを合わせ

て申し上げておきたいと思います。 

 それと、旧味舌小学校跡地の問題で、国

の補助金の見通し等について、今考えてい

る中身を少し教えていただきたいと思い

ます。 

 ＥＳＣＯ事業の問題はなかなかわかり

にくいですね。６人の委員で業者を選定し

ていくという話であります。一般的な公共

事業については、入札の金額が見れますし、

指定管理の場合は、１年間の業務報告があ

ります。私たちが業者選定過程を見る方法

には、どういうものがあるんでしょうか。

ブラックボックスになる可能性もありま

すので、これだけ多くのお金が税金で投入

されますので、一般の公共事業と比べた場

合に、どういう形で私たち市民の側が見る

ことができるのかという内容について少

しお答えをいただきたいと思います。 

 それと、初歩的な質問で申しわけないで

すけども、設計見積もりを上げて契約し、

改修工事を行うと。この改修工事ですけれ

ども、４つの設備、プラスアルファ、これ

を全て一括で工事をして、それで１５年間

の中で動いていくという理解でいいのか

どうかもお答えいただきたいと思います。 

 また、国の補助金だとか、国の関与とい

うのは、財政面も含めてどういうものがあ

るのか教えていただきたいと思います。ま

た、府下の状況ですけども、問題が発生し

たとかではなく、実際に実施をしている自

治体があるのかということについてご答

弁いただきたいと思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、野

口委員のＥＳＣＯ事業にかかわる質問に

対して、ご答弁申し上げます。 

 業者選定過程において、市民が見ていく
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ことができるのかどうかということであ

りますけれども、まず、第１回の審査会に

おいて、会議の公開の指針に基づいて公開

していくのかどうかという部分の議論に

なるかと思いますので、そこで決定してい

きたいと考えております。 

 それと、二つ目のご質問の４つの設備に

ついて、それを１５年間整備をして、維持

管理をしていくということなのかどうか

ということでありますけれども、委員のご

指摘のとおり、１５年間、民間事業者が維

持管理をしていくということでございま

す。 

 それと、国の関与、補助金があるのかと

いう部分でございますけれども、国のほう

にはエネルギー使用合理化事業者支援補

助金というものがございます。ただし、近

年、補助金の応募事業者が増加傾向にある

ことから、採択率は高くないというような

ことでございますので、必ずしも申請をし

たから補助金が通るといったものではご

ざいません。ですけれども、もちろんＥＳ

ＣＯ事業者のほうが補助金申請していた

だくことになりますので、もちろん補助金

申請については考えていただくことにし

ております。 

 それと、他市の事例ということでありま

すけれども、今回ＥＳＣＯ事業を取り組む

に当たりまして、近隣市を視察いたしてお

ります。西宮市では、すこやかケア西宮と

いう施設を視察に行かせていただいて、お

話を伺ったときには、省エネ効果が３５．

８％、また二酸化炭素排出量の削減率が４

０．３％とあったということを伺っており

ます。 

 それと、また近隣市でも八尾市も平成２

９年から取り組んでいくということで、摂

津市と同様に空調機器の設備ですとか、ま

たＬＥＤ照明、また稼働制御の装置、そう

いったものの導入も考えていくことで、八

尾市の場合も３０％を超えるような省エ

ネ率を見込んでいるということをお聞き

いたしております。 

○三好義治委員長 古賀課長、大阪府下で

事例が何件あるかという点はわからない

ですか。 

○古賀防災管財課長 申し訳ございませ

ん。大阪府内で取り組んでいるのが、７市

１町で取り組んでおります。 

○三好義治委員長 旧味舌小学校跡地に

ついては今回は解体の予算ですので、所管

の範囲内で答弁をしていただきたいと思

います。 

 杉本部長。 

○杉本総務部長 解体と今後の方向性で

すけども、府と、どういうふうにあそこへ

施設を建てていくかということを協議し

ております。ご指摘があった建築基準法の

関係についても府と協議中ですので、これ

は後日ご報告ができるのかと考えており

ます。いずれにしても不可能ではないと考

えております。手法をどうするかというこ

とになるかと思います。 

 それから、解体についてです。 

 解体について、まず法律を守る。これは

市のやることですから当然ですし、今後は

アスベストの問題であるとか騒音である

とか、さまざまな問題がこれからあろうか

と思います。これは地元の説明、これも今

後、業者等が決まってまいりますので、工

法等を十分協議をして、できる限り地元に

ご説明をしながら、法律を守って、地元に

説明をしながら進めていくという形をと

りたいと考えております。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 先ほど１点忘れた質問が
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ありまして、ＥＳＣＯ事業の関係でありま

すけども、市内で設備関係業者の中で、Ｅ

ＳＣＯ事業に参加できる資格を持った人

はいないとおっしゃいました。契約の中で

協力業者なりいろんな形で参加してもら

うようなことも含めて検討していきたい

とお話があったんだけども、そういう話を

進めるにしても、市内の設備関係業者の方

がＥＳＣＯ事業に参加できる技術の取得

がなければ前提がなり立ちませんので、あ

わせて市内業者支援策として、そういう技

術が取得できるような支援策も並行して

考えていただきたいということで、お願い

しておきます。 

 ７市１町の自治体名については後から

で結構ですから、資料としていただきたい

と思います。 

 あと旧味舌小学校跡地の今後の進め方

でありますけども、法令遵守ということで、

それは当然であります。どっちにしても、

建築基準法の第４８条但し書きしか僕は

ないと思っています。建築基準法に基づい

て進めていくということでやらなければ

展望はないと思いますけども、それでも手

続を見ますと、最低１００日はかかるわけ

ですね。そういうことも一応頭に入ってい

るかと思いますけども、ぜひ見ていただい

て、きちっとした形で地元説明、地元協議

含めて進めていただきたいということも

あわせて申し上げておきたいと思います。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 質問させていただきた

いと思います。 

 先ほど、味舌小学校の跡地の問題を野口

委員がいろいろ質問されておりましたけ

ども、あそこは売るという前提のもとに、

地域の住民の方々にさまざまな説明をし、

そこにいろんな地元議員も絡んできて、相

当いろんなすったもんだをしながら、やっ

た経緯があるわけです。 

 また３月の時点では売るという前提と

いうことで念を押して言ってはったよう

な状況の中で、６月議会が終わった後に凍

結するということを言われた。私は亡き小

野副市長といろいろその辺のお話をさせ

ていただいた中で、これは言った言わんと

いうことになるというふうに思いますし、

お亡くなりになったから、そういう点では

しっかりとした証人はいないんですけど

も、一応選挙対策でそういう形をやってい

きたいと思うということを彼は言ってお

られました。 

 今、総務部長からいろんな説明があって、

それに対してその辺の理屈をつけられて

やっておられたんですけども、非常に地域

住民からしたら不信を持っているわけで

ございます。 

 解体して保育所を建てるということで、

待機児童ゼロを目指すということと、防災

空地として残されるということなんです

が、ずっと過程を経ながら、そういう形で

急遽変更になったことやから、現時点でも

地域住民は行政に対しての不信感は持っ

ておるというふうに私は認識しておりま

す。全体的にそういう形で残されるという

ことは私は是としたいわけですけど、しか

し、今後、凍結ではなくて、そこは半永久

的に市の財産として市民に対して活用す

るということをはっきりと私は言うべき

だと思います。その点についてお答えをい

ただきたいということでございます。 

 それから、ＥＳＣＯ事業ですけど、私も

勉強不足で非常に申しわけないんです。こ

れは環境対策という全体的な国の流れ、世

界的な流れの中で、政府の肝いりでＥＳＣ

Ｏ事業を展開されるということなんです
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けど、実際の話、皆さんもそれなりに暗中

模索しながら、他市の事例を見ながらいろ

いろ施策をこういう形で検討してこられ

たというふうに思うんですけど、その辺の

過程といいますか、どういうふうな形で予

算化されたのか。その辺のことを詳しくお

聞かせ願いたいのと、それから、メリット

と言いますか、二酸化炭素排出量を削減す

るとか、そういう形で言っておられますけ

ど、それだけの予算をかけて、大阪府下で

７市１町でやっておられるということな

んですけど、率先してやるべき事業なのか

どうかということも非常に私は疑問を持

っていますので、その辺の説明をしていた

だきたいと思います。 

 それから消防団なんですけど、私は分団

長していて、日々、団員の維持に苦労して

おるわけですけど、数字的には増えたとい

う形で言っておられるんですけど、還暦以

上の方々が非常に多いわけです。いざ災害

が起きたときに出動できる部隊が実際今

の状況の中で一体どうなのか。その辺の人

員を数字的には確保していると思うんで

す。女性の消防団員もいてはりますけど、

そういうことから考えましたら、中身が僕

は一番肝心だというふうに思います。そう

いう点で数字だけではなくて、中身の充実

をどういうふうにしていくかということ、

そのことをお聞きしたいと思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 渡辺委員のご質問

にお答えします。 

 まず、このＥＳＣＯ事業の導入に至った

経緯でございますけれども、まず老朽化し

ております空調機器、これは平成５年に庁

舎が建ってから、もう既に二十数年経過し

ており、老朽化が著しくなってきておりま

す。この設備更新に当たりまして、まずは

初期投資費用を圧縮する直近支出の削減

を図るということで、民間活力の導入につ

いて検討してまいりました。そこで、この

省エネルギー改修事業のいわゆるＥＳＣ

Ｏ事業を導入すれば、直近支出の削減と支

出の平準化が図れる。さらには、環境負荷

の軽減が図れるといったメリットが多い

ことから、大阪府のほうも推進しています

ＥＳＣＯ事業を導入しまして、市庁舎内の

空調機器の更新を実現していきたいとい

うことで、今回計上させていただいており

ます。 

 それと、ＥＳＣＯ事業を取り組んだ場合

のメリットですけれども、５点ほどあるか

と考えております。まず、１点目が工期の

短縮を図るということであります。通常で

すと、初年度に設計を組みまして、次年度

に改修工事、３か年度に供用開始というこ

とになるんですけども、このＥＳＣＯ事業

の場合は、設計と改修、一体的に発注を行

いますので、１か年の工期の短縮が図れる

ということが一つ目のメリットでござい

ます。 

 それと、二つ目ですけれども、設備更新

費用の事業費の削減が図れるということ

で考えております。これにつきましては、

通常の工事に比べますと、ＥＳＣＯ事業を

導入した場合は、１５年間になるんですけ

ども、試算したところによりますと、約２，

１００万円ほど削減が図れるというよう

なメリットがございます。 

 それと、コストの平準化ですね。これは

単年度の負担軽減が図れるということで

ありますので、３つ目のメリットと考えて

おります。 

 それと４つ目ですけれども、１５年間環

境負荷のエネルギーデータの蓄積もして

いきますので、今後さらに公共施設への活
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用、また波及効果について、今後検討して

いく材料にも使えるということで考えて

おります。 

 最後、５つ目ですけれども、設備の所有

権につきましては、民間事業者が所有する

ことになりますので、１５年間は民間事業

者の責任のもと、維持管理、運用を行って

いくということになりますので、そういっ

た緊急的な修繕ですとかについても、民間

事業者が行うことになりますので、リスク

の回避が図れるということで、５つのメリ

ットがあると考えております。 

○三好義治委員長 杉本部長。 

○杉本総務部長 旧味舌小学校跡地の件

でございます。確かに先ほど野口委員のご

質問にもございましたけども、昨年度計画

を立てて、ことしになって変わっていると

いうことで、非常にすったもんだしたとい

うご感想を持たれることは当然なのかと

思います。ただ、先ほど申しましたさまざ

まな経緯や、それから、大阪府との協議等

の中での実現性の問題、それから、我々財

政の担当として思いましたのは、例えば体

育館の耐震工事をしたところで延命化で

きず、寿命は変わらない。その中でこれほ

どの３億円に近いお金をかけていくのが

本当にいいのかどうかということをいろ

んな議論の中でしておりました。前副市長

がどういうふうなお話をされたか私には

わかりませんけども、そういった中で財政

課として、やはりこれがスポーツ施設とし

て使えなくなるということであれば、とて

もそのお金を使うことについては問題が

あるのではありませんかということは、

我々のほうから前副市長にご提案をした

ことは事実でございます。その中でこうい

う方法はどうですかというようなお話を

病床ではありましたけども、させていただ

いた中で決めていただいたということか

と思っております。その点については、

我々としてももっと早く先の見通しを持

ってやっていくべき点もあったかなと思

っておりますけども、ただ、現在ご提案し

ている内容というのは、現時点のベストで

はないのかなというふうに自負している

ところもございます。 

 それから、売却の凍結について、中期財

政見通しで、今は確かに６９億円の土地が

売れ、収入がありましたし、基金もありま

す。ですから、土地の売却を凍結したとい

う言い方になっているかと思います。これ

は、やはり今後の行財政改革でありますと

か、将来のさまざまな行政需要がどうなっ

ていくかということを考えて決定される、

将来に委ねるべきものではないかと思い

ますので、現時点で凍結という言葉の選び

方は我々としては財政面から見てもあり

がたいのではないかなというふうには考

えております。ただ、それがいつまでどこ

まで凍結のままいけるのか、ずっといける

のかということについては、議員であった

り市長であったりのご判断ということに

なっていくのではないかなというふうに、

私たちは考えておるところでございます。 

○三好義治委員長 橋本参事。 

○橋本消防本部参事 渡辺委員の消防団

員の実部隊の現状というお問いでござい

ますが、確かに全国的には消防団員の年齢

というのは高年齢化してきていることと

思います。本市におきまして、今、数字は

持っていないですけれど、摂津市において

は、ある程度団員が退団されて、新しい団

員が入ってくるという形で、そこまで高年

齢化は進んでいないという認識でござい

ます。 

 また、消防団員の充実というところで、
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平成２８年の４月にも改定させていただ

いたんですけど、摂津市の消防団活性化総

合計画というのをつくっております。この

中で消防団員のひとづくりというところ

で消防団員の確保とか消防訓練について、

また消防団員のものづくり、こちらのほう

で消防団員の機械器具の整備の充実とい

うところと、消防団員のことづくりという

ことで、消防団員の組織の確立、組織を見

直していくとか、地域の連携とか、こうい

う形で皆さんにご説明もさせていただき

まして、消防本部と消防団が連携しながら、

災害活動、またはそれに対しての訓練をど

うやっていくかという形で研究を重ねま

して、更なる消防団員の充実、強化に向け

て努めてまいりたいと考えております。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 ＥＳＣＯ事業に関しま

しては、私自身も勉強不足なので、その推

移をしっかりと見ていきたいというふう

に思います。 

 部長にご答弁いただいて、そのとおりや

なと納得することもありますけど、ただ、

跡地問題に関しては市民がいろんな動き

をされた。そこにはさまざまな方々の意見

があったり、そして時間も多く費やした。

それから確執もあったわけですね。地元の

議員さんとの問題もいろいろあった。そう

いう点も踏まえて、余りにも簡単にその施

策が変わった。説明を受けましたけど、空

地があるわけです。それは災害時において、

熊本地震の時みたいに車で寝泊まりする

ようなところがあったらええなというよ

うな意見があったということもあります

し、その空地が残されたというのもあるん

ですけど、ただ、財政面が非常にしんどく

なりましたので、その空地はやっぱり売却

することにしましたということを言わな

いという保証もないわけです。そういうこ

とになりますと、これは選挙のためにそう

いうことになったのかと、先ほど前副市長

が言ったか言わんかというような、それは

今は確かめるわけにはいかへんねんけど、

私にはそういう形で、選挙対策としてそう

いう形をまず打ち出すということを言っ

ておりました。だから、先ほど野口委員が

言いましたように、山崎議員の一般質問が

終わった後に、そういう形で発表をされた

と。現体制の中で、そういう跡地に関して

はやっぱり今まで迷惑をかけたわけです

よ。さまざまな人間に迷惑をかけたわけで

すよね。それに対しての一つのきちっとし

た誠意というか証というか、そういうもん

じゃないかというふうに思うんですが、そ

の点もご答弁いただきたいと思います。 

 それから、消防団に関しては、私が普通

の議員やったらそうですかと終わるんで

すけど、現実問題として、高齢化が進みま

したら、いやが応でも実際の現場に行くと

きには、さまざまな加齢に伴う弊害が出て

くるわけです。そういう現実がある中で、

当然新しい団員も入ってきていただいて

いるけど、例えば団の行事とか、それから

事業に若い人らが実際参加されているか

ということになってきたら、名前だけはあ

るけど、現実問題として、仕事、子育て真

っ最中の方々もたくさんおられるわけで

すから、参加できない方が多々おられると

いうふうに思うんです。だから、そういう

数字上だけの話じゃなくて、実際そういう

方々が現実に実動部隊として参加できな

いという仮定をして、今動ける人数でどう

いう形で災害なり火災を中心にしたさま

ざまなことに対してそういう状況の中で

実際活動できるかということ、これはもう

言いませんが、現実問題としてしっかりと
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考えていただくことを要望しておきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○三好義治委員長 答弁に入る前に、ＥＳ

ＣＯ事業については、事業内容、メリット、

考え方について、後ほど各委員に資料を配

るように委員長として要請しておきます。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、渡辺委員のご質

問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 ＥＳＣＯ事業のほうは、後ほど資料とい

うことなんですが、一言ＥＳＣＯ事業につ

いて意見を述べさせていただきたいと思

います。 

 建設整備費用、通常であれば躯体部分の

建設費、それ以外に設備費として、電気と

か、あるいは空調とか昇降機とかいろんな

費用がございます。低層ビルと高層ビルに

よってその割合が変わるんですけれども、

一般的に言われているのは、建設躯体の経

費に対する大体平均３０％ぐらいが設備

に係るであろうというふうに言われてお

ります。ただ、設備の償却期間なんですが、

大体１５年から２０年ということになり

ます。本市のほうの空調の設備は１５年が

過ぎて２３年目に入っております。そうい

う部分では、通常言われている償却期間を

十分過ぎておりまして８年間ということ

になります。 

 それと、今まではそういう設備の部分に

ついて余り関心はなかったのではないか

なと。建設費が幾らであり、ランニングコ

ストが幾らでありと、そういうことで、そ

ちらのほうについ目がいってしまうので

すが、やはり設備のほうは忘れていたので

はないかなというふうに思っております。

そういう意味では、今回新たに取り組みま

すＥＳＣＯ事業については、一つは老朽化

対策という意味では、新しい手法というこ

とで、原課のほうが取り組んでいるところ

でございます。ただ、これは初めての取り

組みですので、各市の例も聞きながら、そ

れから、いろんな問題も出てこようかと思

いますが、その節はまた議員さんのお知恵

を拝借したいというふうに思っておりま

す。 

 メリットを５点ほど課長が言いました

けれども、もう少しストレートなメリット

を言わせていただきますと、１５年間業者

に支払いをします。その間、提言された光

熱費は市が恩恵を受ける。そしたら、１５

年過ぎた後には、全く投資はなくて、要は

光熱水費が軽減されたまま続いて市が恩

恵を受けると。こういう最大のメリットが

あるのではないかなというふうに思って

おります。いずれにいたしましても、新し

い事業ですので、皆さん方のお知恵を拝借

したいと思います。 

 それから、公共施設の整備のことなんで

すけども、市制５０周年を迎えて、市制開

始当時は、かなりいろんな公共施設が積極

的に整備されました。ちょうど高度成長時

代と相まって、いろんな施設が整備されて、

５０周年を過ぎると、だんだん老朽化対策

が必要になってきました。これは本市に限

らず、ほかの市も同様に老朽化対策は喫緊

の課題であろうかと思っております。 

 その中で、やはり老朽化の中でも、阪神

淡路大震災の際には、耐震化対策も求めら

れてきましたし、維持補修でお金をかけな

がらできるだけ財産を温存して、延命化を

したいということで今までやってまいり

ました。ところが、旧味舌小学校に関しま

しては、小学校の統廃合で用地が出てきた

ということでございます。そういう部分で

過去の経過は余り十分認識をしておりま
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せんが、試行錯誤の中で一定の方向性が見

えてきたのではないかなと。皆さん方にご

迷惑をかけ、あるいは地域住民にも不信感

を抱かせたかもわかりませんけども、一定

の方向は見えてきたのではないかなとい

うふうに思っています。 

 基本的には、やはり市民の人が利用する

施設でございますので、できるだけ多くの

人の要望を生かした形の施設設備、再整備

というのは、当然出てきます。ただし、こ

れにも投資できる財源というのは限られ

てきますので、一定認められた財源の中で

有効に使っていきたいというのは、私たち

の願いでございます。 

 そこで、同じ敷地の中でも建物の整備の

部分が当然お金が多額になってまいりま

す。防災空地の分については、整地費は当

然出てくるかと思いますけども、建物と比

べては、余り高くはないのかなというふう

に思っております。そういう意味では、何

らかの都合のときにそれを売ってしまお

うとかいう話は当然出てくるかもわかり

ませんが、何せ防災空地ですので、他に防

災空地がある程度確保できれば、そんなこ

ともあり得るかもわかりませんが、やはり

市民の安全と安心を守る意味では、防災空

地は、最後の最後まで残していきたいと、

そういう気持ちで今後は進めていきたい

というふうに思っております。 

○三好義治委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 その気持ちはわからん

でもないんですけど、我々としたら、過去

の経緯はわからないと副市長がおっしゃ

いましたが、過去の経緯があるわけなんで

すよ。過去の経緯でさまざまな方々が、さ

っきも言いましたようにすったもんだし

ながら、急遽、そういう形で方針転換され

た形になったわけです。そういう点で、不

信感があるわけですよ、不信感が。 

 だから、今言うたように、森山市長が何

年しはるかわからんけど、１期４年で後２

期あるかわからんけど、その間は絶対売ら

へんし、売ることはしませんと言うてもら

ったら、地域住民が安心するわけで、さっ

きの答弁であったら、そういうこともある

かもしれんというふうに言うてはったわ

けです。それをはっきり明言していただき

たいんですよ。 

 明言せんと、皆さんは、不信感を持った

まま、またこういう形で、いざ、のど元過

ぎればじゃないんやけど、そうなった場合

に、財政面でいろんな理由をつけられて、

売却されるおそれがあるのではないかと

いう危惧があるわけなんです。 

 熊本地震があったから防災空地という

ことがあるかもしれんけど、例えば、それ

を他市に持っていくとか、そういう理由は

何ぼでもつけれるわけですから、だから、

今の段階で森山市長が市長である限り、し

っかりとそれは残すということを言わな

いと、選挙目当てにこれやったんかという

ことになってしまいます。その点だけ確認

をお願いしたいと思います。 

○三好義治委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 再度のご質問にお答えし

たいと思います。 

 先ほど言いましたように、防災空地につ

いては、市民の安心・安全を守る意味では、

最後の砦と思っております。 

 ただ、施設の利用の分については、やは

り基本的に考えてますのは、複合施設化と

いうようなことも当然出てきますし、施設

の再配置というのも当然出てきます。 

 先ほど言いましたように、空地の部分に

ついては、先ほど、言葉足らずでしたけれ

ども、自由になるというんですか、そうい
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うような形でついつい考えがちですが、そ

の部分については、最後までしっかり残し

ていきたいというふうに思っております。 

 私の任期は４年ですので、４年間は決し

てそんなことはないようには最大限努力

したいと思います。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 私のほうも、まず、旧味

舌小学校の校舎解体に関する予算計上に

ついて１点だけお聞きしたいと思います。 

 先ほど、部長が、設計ができて、解体が

決まって、それからアスベストとか騒音で

すとか、地元の住民説明を行うと言ってい

ました。この計画を上げてくるまでに住民

説明が足りないため、理解を深められたの

かというのが私は非常に疑問なんです。そ

こをお聞きしたいと思うんですが、先ほど

も、これまでの計画というのをずっと言わ

れていましたけれども、例えば、この解体

にしてみても、前に木造校舎の解体を決め

たときも、あれは歴史的な校舎ですから、

何とかして移動したりとか残せないかと

かいう議論もありました。 

 先ほどの道路斜線の問題でも、３階の部

分を取り除けば、それにはひっかからない

けれども、下水道とか水道の設備とかの大

幅な改修が必要やから壊すしかないんだ

とかいうような説明もありますけども、ピ

アノですとか、調理室の什器ですとか、使

えるものはいっぱいあるんじゃないかと

か、どうなるんだとか、もったいないんじ

ゃないかとか。 

 その後、跡地というか、活用用地がどう

なるかがまだ全然出てきてない中で、校舎

の３階部分をとって、残しておいたら何か

に使えるかもしれないというような議論

が後から起きないかとかいうようなこと

を検討されたかどうか、その辺をお聞きし

たいんです。 

 それをなしに、校舎も体育館もプールも、

それこそ道路も含めて下水道まで、全部や

りかえる、解体設計の補正予算が今回来て

いるわけですよね。 

 ですから、この解体の中身としては、校

舎もプールも体育館も全てやって、道路も

さわって、下水道までやってもらうという

ような中身ですよという説明を受けてる

んですけども、この決定をして上げてきた

のが住民説明の点が不十分なまま出てき

たんじゃないかと思うんですけれども、そ

の点をお聞きしたいと思います。 

 それから、ＥＳＣＯ事業のほう、これは

資料を出してくれはるようですけども、委

員会としては採決するわけですよね。です

から、しっかり審査していきたいと思うん

ですが、この事業の内容で、ＥＳＣＯ事業

は省エネ対策として、ＬＥＤの取り替えか

ら空調設備更新ですとか、いろんな設備を

やって、ほかにも、今考えてられないこと

でも、断熱効果のある素材の壁紙を貼ると

か、二重サッシにするとか、太陽光発電を

つけるとか、いろいろあると思います。そ

の中で、全部できるわけではないですし、

それぞれのもので組み合わせて、どれほど

の効果があるのかということです。総合的

に頑張ってくれはる非常に大変な仕事だ

ろうとは思いますし、それぞれの費用対効

果の測定も全部やってくれはるというの

はわかるんですけれども、空調設備の更新

だけでいえば、例えば、今度提案されるで

あろう空調設備の更新、同じ機器に更新す

るのであれば、ＥＳＣＯ事業に頼らなくて

も削減効果としては同じなのではないで

しょうか。ＥＳＣＯ事業者に契約、手数料

も払ってやってもらうという、どうしても

ＥＳＣＯ事業でなければならないのかと
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いうのがなかなか理解できません。 

 それで、全部お任せしてしまうというこ

とになると、仮にですけど、ＥＳＣＯ事業

者に悪意があった場合には、割り引いた事

業にされるというような可能性もないわ

けではないと思います。その報告とか連絡

とか、そういうＥＳＣＯ事業者を監視した

り、しっかりとやってもらうという担保と

いうか、そういう中身についてもお聞かせ

いただければと思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 そうしましたら、Ｅ

ＳＣＯ事業についてご答弁申し上げます。 

 これまでの空調設備の機器を更新すれ

ば、それだけでも省エネルギー効果が図れ

るのではないかというようなお問いであ

ると思います。確かに、導入当時は一定の

効果があらわれると思いますけども、この

ＥＳＣＯ事業の特徴といたしましては、最

初にパフォーマンス契約というのを締結

いたします。 

 このパフォーマンス契約というのは、光

熱水費削減額を当初定めた中で、この一定

の削減額をずっと１５年間保証していく

というような契約の内容になりますので、

例えば、このパフォーマンス契約で定めた

削減額をＥＳＣＯ事業者が達成できなか

った場合は、ペナルティーをＥＳＣＯ事業

者が課せられて、ＥＳＣＯ事業者がその分

を負担するというような特徴がございま

すので、１５年間一定、省エネルギー効果

というのをずっと担保していかなければ

ならないということで、通常の更新とはそ

こが大きな違いかと考えております。 

 それと、ＥＳＣＯ事業者からの報告や今

後のモニタリングですけども、これにつき

ましては、手法が何通りかあると思うんで

すけども、我々が考えていますのは、毎月、

月例での報告を求めていきたいと考えて

おります。 

 それについては、省エネルギー効果です

とか、削減効果、これを毎月報告いただい

た中で、ＥＳＣＯ事業者に毎月精算して、

サービス料を払っていきたいというよう

に考えています。 

 あと、旧味舌小学校校舎の解体について

のお問いでありますけども、ことし７月に

政策推進課を中心といたしまして、関係課

が地元の味舌地区の連合自治会のほうに

説明会に行ってまいりました。 

 そのとき、私は、防災管財課長として、

解体についての立場でお話を伺いました

けども、もちろん、解体につきましては、

地元の声を聞いていく必要があるという

ふうに認識をいたしております。 

 ただ、解体に当たっては、先ほど部長が

申し上げましたように、法的な問題ですと

か規制についてクリアしていく問題が

多々ございます。これについても今回、解

体設計の中で、工法ですとか、また工程、

工事の車両の搬入ルートなども設計に含

めていく必要があるかなと考えておりま

すし、もちろん、アスベストの調査につき

ましても、検体をとって、詳細な調査もし

ていく必要があるかと思います。 

 まずは、解体業者が決まらないことには、

そういった詳細な説明もなかなかできな

いということで考えております。先ほど申

し上げましたことし７月には、全体的なゾ

ーニングの変更をもとに地元自治会のほ

うには説明してまいりましたけれども、解

体工事の内容につきましても、地元に対し

ては、解体工事業者が決まり次第、また詳

細な内容について説明していきたいとい

うことで、地元のほうにはご理解いただい

ているというふうに考えております。 



- 22 - 

 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 まず、解体のほうは、さ

っき避難所としての体育館や保育所の民

営化というような話も出てますし、そうい

うことも、聞いてはおりますけども、なか

なかその説明がきちんと皆さんに行き届

いてないと思います。 

 例えば旧味舌小学校の問題について、自

治会も週に何回も使っておられるんです

ね。 

 カラオケセットを置いてあるんですけ

ども、どこに持っていこうかという話にな

ってまして、実際、悩んではります。しば

らくまだ使えるけどもとかいうような話

になってるというふうな話も聞いてるん

です。 

 実際、校舎を解体するこの１点だけでも、

いろいろ困るという方はいらっしゃる。そ

ういう声が、本当に集められてるのかなと、

どういう検討されてるのかなと。庁内で検

討して、解体も決定してという、トップダ

ウンというか、フリーハンドでやられてる

ということに非常に問題があると思って

おりますので、しっかりと見直しというか

検討していただきたいと思います。 

 ＥＳＣＯ事業のほうは、ペナルティーが

あるからやらへんというのは、法律がある

から泥棒がおらへんというのと同じよう

な議論になっちゃうんですけども、市の行

政のあり方として、民間でないと大変だと

いうのはわかるんですが、自力で頑張れる

方策はないのか。 

 どうしてもそこでＥＳＣＯ事業を展開

したい、そこには企業論理というのが、ど

うしても働いてくるのかなという気がし

ます。ＥＳＣＯ事業者が仕事をして、それ

が省エネになり利益になる、もうけになる

という仕組みの大もとがあると思います

ので、できるものであるならば、市役所の

中の利益は事業者ではなくて、しっかりと

市で確保するという考え方をもう一度検

討してもらうべきかと思っております。要

望としておきます。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４３分 休憩） 

（午前１１時４５分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第７０号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 質疑なしと認め、質疑

を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４６分 休憩） 

（午前１１時４７分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第７１号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 能力評価の結果を昇給

の際に活用するといったことでございま

すが、これまで７級以上の課長級以上の方

がその対象者であって、今回、それが５級、

６級の方が対象に入るということになる

かと思います。対象になる方の人数を教え

ていただきたいと思います。 

 それから、この対象外の１級から４級の

方の昇給については、どのような評価をさ

れているのかということと、対象者に５級、

６級の方が増えることで、今後期待される

効果にはどういうものがあるのか、そうい

うことを教えていただきたいと思います。
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お願いします。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、福

住委員のご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、対象者数でございますけれども、

係長級から部長級が対象になることで、約

２５０名弱が対象となります。それと、１

級から４級の職員の評価の部分でござい

ますけれども、現在、試行という形で、能

力評価のほうをさせていただいておりま

して、平成３０年以降に評価の対象という

ことを想定させていただいております。 

 それと、期待される効果でございますけ

れども、人事評価には能力評価と業績評価

というものがございますけれども、どちら

も評価する側の管理監督者と評価される

側の職員がシートに基づいてきちんと面

談をしながら、やはり評価される側の者に

とっては、自分の弱点であったり、得意な

分野であったりというところをきちんと

評価していただくことによって、育成の部

分にもつながりますし、そういったところ

で今までにない部分の効果というのが期

待されるところだと考えております。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 面談をしながらの評価

ということでございます。どうしても評価

される側というのは、黙って聞いてしまう

のかなと思うところがありまして、評価さ

れた結果について、評価された側が何か意

見を申し述べられるのか、また、納得がで

きないとか、そういったことのやりとりが

できるような機会があるのかについて教

えていただきたいと思います。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、ご

答弁申し上げます。 

 面談の際には、基本的には１対１で面談

をするということになっておりますので、

その際に、上司が評価される側の意見や考

えをきっちり聞くということは研修等で

も言っているところですので、そういうと

ころで言うと、多少、評価される側の職員

がなかなか言いにくいという部分もある

というふうには思います。 

 そのあたりは、やはり上司が引き出すと

いうところも研修で想定していますので、

その部分で言うと、きちんと吸い上げる、

意見を聞くということで今後も指導して

いきたいというふうに思ってますし、その

次のステップとしては、苦情処理委員会と

いうことも設けておりますので、そのあた

りはきちんと適切に運営していきたいと

いうふうに思っております。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 いずれにしましても、各

職員の皆様の力が存分に発揮できるよう

な評価であることを望んでおりますので、

よろしくお願いいたします。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 そしたら、幾つか質問させ

てもらいます。国家公務員において、人事

評価制度が導入されたがの２００９年で

あります。国会でこの間、いろいろ議論も

されてきていますので、いろんな問題が起

きているということもご承知だと思いま

すが、最初に本市として２年前の第３回定

例会に課長級以上の人事評価制度導入に

ついての条例を提案されて、昨年度と今年

度、２年目に入ってるわけです。 

 これに加えて、今回、今、ご答弁があっ

たように係長級以上から導入しようとい

うことでありますけども、全体の奉仕者の

立場である地方自治体での導入がいかが

なものかという立場から、質問をさせてい

ただきたいと思ってます。 
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 まず、国会の審議状況でありますけども、

２００９年から国家公務員に人事評価制

度が導入された問題について、２年前の２

月に総務省の人事評価に対する検討会が

同制度の運用について、非常に難しい課題

があると指摘してます。こういうことを紹

介しながら、私どもの党派の国会議員も議

論をしております。 

 問題は、職員の能力と業績を評価して賃

金に反映する制度でありますけども、その

前段として、グループの目標が設定されま

す。この目標が問題なんです。間違ってい

れば、全体の奉仕者としての仕事ができな

いということで、いろんな事件が各地で発

生してるということで、国会の場で指摘し

たのは、ニュースでも当時、大きな問題に

なりました。北九州市での生活保護申請を

制限して、餓死者や自殺者が出たという問

題がありました。 

 そうしたことを起こす材料がここに含

まれてるというように思いますので、その

点はきちっと受けとめていただいて、取り

組みを進めることが大事だと思ってます。 

 それで、まず、昨年度、課長級以上にお

いて実施をされました。その結果について

お尋ねしたいと思います。 

 これまで毎年、課長級以上については、

自動的に４号級昇給していたのを、２号級

から６号級、５段階に評価をして行うと。

ということは、４，０００円しか昇給しな

い方から、１万２，０００円ふえるという、

５段階が出てくるわけです。 

 こういう格好で実施されましたけども、

結果、その５段階評価のパーセントについ

て教えていただきたいと思います。 

 それと、評価される側からのいろんな問

題提起や意見もあるわけで、そういう結論

を出すまでのいろんなやり方といいます

か、その辺、具体的にどうされたのか、あ

わせてお示しいただきたいと思います。 

 それと、大阪府下の実施自治体の状況で

す。ことしから地方公務員法の改正によっ

て、地方自治体で義務化になったわけであ

りますけども、大阪府下でもお聞きします

と、吹田市とか岸和田市などは、人材育成

に重きを置いた評価制度を行っていると。

つまり、全体で集団として頑張りますけど

も、普通に頑張れば、賃金は変わらないと

いう設定をしています。中身によっては、

いろいろ懲戒に準ずるようなことがあっ

た場合は、当然、そういう扱いをしますけ

ども、賃金に直接反映しない、いわゆる育

成する方向でやっているということもあ

りますので、そういう点からお尋ねしたい

と思いますけども、法律の関係で、地方自

治体がそれと違ったことをやった場合、吹

田市とか岸和田市とかは、そういうことで

やっておりますけども、法律の関係でどう

なのかということを整理してお聞きしま

す。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５６分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 そうしましたら、野

口委員のご質問に答弁申し上げます。 

 まず１点目、管理職級以上の評価の過去

の実績でございますけれども、平成２７年

１月１日、平成２８年１月１日の２回実施

しておりまして、５段階ずつのパーセンテ

ージでお答えをさせていただきます。 

 Ｓが２％、Ａが６．８％。Ｂ、これが標

準ですけれども８５．１％。Ｃが４．７％。

Ｄが１．４％ということになっております。
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対象は、約七十数名ということになります。 

 それと、２点目、本市での評価の手法、

その手続的なことも含めてですけれども、

半期ごとに評価の期間というものを設定

しておりまして、４月から９月末、１０月

から３月末、この２回、２期で設定をして

おります。 

 職階ごとに、その役割、職責等に応じて

評価の項目というものを定めておりまし

て、その評価の項目に沿って、上司である

管理監督者が、その半期の間に業務遂行上、

発揮した能力ということを、管理職の場合

は３段階なんですけれども、Ａ、Ｂ、Ｃで

評価をつけます。 

 その期末に、つけた評価に基づいて面談

を実施して、面談の中でのやりとり、評価

される側の納得性も含めてですけれども、

それを行った後に、人事課に提出をしてい

ただきます。そこで最終、全て目を通す中

で、必要であれば調整委員会というものが

ございますので、そこで調整をするという

流れになっております。 

 三つ目が、府下の自治体の状況と人材育

成についてです。人材育成としてのツール

ということのお話でございますけれども、

我々としても、基本的にはこの人事評価制

度というのは、あくまでも人材育成の一つ

のツールということで認識をしておりま

す。 

 給与、賞与への反映というところに目が

行きがちですけれども、これはやっぱり先

ほどの面談のところにも通ずるところな

んですけれども、上司がしっかり部下の勤

務の状況、働きぶりというのをしっかり見

る、このツールがあることによって見るこ

とができる、また、見た上で、足らないと

ころ、伸ばしていく必要があるところ、十

分発揮できているところとできていない

ところを上司から提案というか提言をす

ることによって、部下も認識できるという

流れになっておりますので、そういった意

味では、人材育成に資するツールであると

認識しております。 

 府下の自治体、近隣市、北摂地域で確認

した状況によりますと、人事評価というの

は業績評価と能力評価というのがござい

まして、昇給、１月１日の昇給に反映する

場合と、６月と１２月の賞与の勤勉手当に

反映するケースがあるんですけれども北

摂の市、全ての市において、いずれかには

反映していると聞いております。 

 地方公務員法の改正が２８年４月１日

に施行になりましたので、全国的な状況で

言いましても、人事評価制度の導入状況と

いうのは、今年度中に導入するという自治

体も含めますと、市町村のレベルでいいま

すと、９９．９％近くになっていたと思い

ます。そういう形で、導入が進んでいると

いうことでございます。 

 それと最後、地方公務員法についてのご

質問でございますけれども、地方公務員法

上には、人事評価を給与とか分限とか、そ

ういった人事管理に適切に活用するよう

に書かれております。人事評価そのものの

基準であったり手法であったりというの

は、任命権者が定めるということになって

おりますので、自治体の裁量になるのかな

というふうに思っております。 

 その中で、やはり我々としては、人材育

成というところにも重点を置きながら、そ

の評価の手法、基準等については、検討を

重ねて運用しているところでございます。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 昨年から導入された結果

については、パーセンテージの紹介があり

ましたけども、実質的に８．８％の方が賃
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金アップで６．１％の方が賃金ダウンとい

うことだと思うんですけれども、先ほど最

初に申し上げたこの人事評価というもの

は、各課で目標を立てますから、目標によ

っては、いわゆる地方自治体の現場には相

入れない、歪んだ方向に行く可能性もあり

ます。 

 摂津市でも、そういうことではありませ

んけども、僕らから見てもおかしいという

点では、税金の滞納処理だとか、過去も国

民健康保険料の滞納整理についていろい

ろ改善を求めてきましたし、２００３年に

は、大阪府下で集まって、７階講堂で国民

健康保険の改善を求める集会も行われた

り、いろんな公的な職場としておかしなこ

とも起こる可能性があるので、そういう点

では、目標の設定の仕方だとかを含めて、

いろいろきちんとしなければおかしい方

向に行きますので、そういう性格を含んで

るんだということを申し上げて、終わりま

す。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 先ほど野口委員が言わ

れたみたいに、人事評価を給与にも反映さ

せるというツールについては、歪んだ方向

というか、思想差別ですとか、パワハラの

材料に使うなんていうことが、不幸にして

上司に恵まれないで意図的な部分での評

価が起きないようにしなければいけない

という認識はあるのかお聞きします。 

○三好義治委員長 大橋次長。 

○大橋市長公室次長 ご答弁申し上げま

す。起きる可能性はゼロではないというこ

とは、当然言えると思います。 

 ただ、それは、評価する側もされる側も

そうなんですけど、やはりこの人事評価制

度というものの内容をきちんと理解して、

結局、どういうところにその制度の結果と

いうことを活用していくかというのを正

しく認識した上でその運用を図っていか

なければ、認識が間違っておれば、違う方

向に行く可能性があるということで、我々

もそのところは、十分慎重に運用している

つもりでございますし、導入したから終わ

りではなく、研修についても毎年のように

やっておりますし、やはり評価する側の、

意識レベルというのは非常に重要になっ

てきますので、そのあたりは今後も引き続

き、正しい評価、公平・公正な評価ができ

るように取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

○三好義治委員長 山崎委員。 

○山崎雅数委員 確かに評価も必要です、

人材育成も必要ですし、それを否定するも

のではないんですけれども、給与に反映さ

せるということになれば、やっぱりその辺

の影響というのがあると思うんです。 

 給与にリンクさせなくても評価と人材

育成というのは可能だと思うんです。そう

いう意味で、地方公務員法の範疇ではあり

ますけれども、私としては、給与を盾にと

ってリンクさせていくということへの疑

問が払拭できてないということだけ、言っ

ておきたいと思います。 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時７分 休憩） 

（午後１時８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第５９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 可否同数であります。 

 よって、委員会条例第１６条の規定によ

り、委員長が本案に対する可否を裁決しま

す。 

 委員長は、議案第５９号所管分について、

可決すべきものと裁決します。 

 よって、本件は、可決すべきものと決定

しました。 

 次に、議案第７０号所管分について、可

決することに賛成する方の挙手を求めま

す。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は、可決すべきものと決定

しました。 

 議案第７１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 可否同数であります。 

 よって、委員会条例第１６条の規定によ

り、委員長が本案に対する可否を裁決しま

す。 

 委員長は、議案第７１号について、可決

すべきものと裁決します。 

 よって、本件は、可決すべきものと決定

しました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後１時９分 閉会） 
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